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議案第 80 号 

 

財産の取得について 

 

下記のとおり財産を取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年４月生駒市条例第２号）第３条の規

定により、議会の議決を求める。 

記 

１ 取得する財産  授業用パソコン機器等 

２ 取 得 価 格  ４９，６１０，０００円 

３ 契約の相手方  大阪市福島区６丁目１４番１号 

          株式会社大塚商会 ＬＡ関西営業部 

          ＬＡ関西営業部長 南 英 和 

４ 契 約 の 方 法  条件付一般競争入札 

 

令和２年１０月５日提出 

生駒市長 小 紫 雅 史  


